
個人情報ファイル簿 

１ 個人情報ファイルの名称 警察安全相談ファイル

２ 行政機関等の名称 三重県警察本部長

３ 個人情報ファイルが利用に供される 警務部総務課、桑名警察署、いなべ警察署、四日市北警察署、

事務をつかさどる組織の名称 四日市南警察署、四日市西警察署、亀山警察署、鈴鹿警察署、 

津警察署、津南警察署、松阪警察署、大台警察署、伊勢警察署、

鳥羽警察署、尾鷲警察署、熊野警察署、紀宝警察署、伊賀 

警察署、名張警察署

 ４ 個人情報ファイルの利用目的 県内で受理した相談に関する情報を集約し、共有・活用する

ことにより、適正な相談業務の遂行を図るとともに、犯罪等

による被害の未然防止に資するため

 ５ 記録項目 １受理番号、２受理日時、３受理者の氏名、所属、所属する

 本部係名又は署課名、４申出方法、５受理内容、６申出者の

 住所、職業、氏名等、７同席者の住所、職業、氏名等、８申

 出の要旨、９申出の内容、10関係者の住所、職業、氏名等、

 11申出受理時の措置、12処理結果、13引継先、14事件関係処

理結果

 ６ 記録範囲 相談事案に係る受理者、申出者、同席者、関係者

 ７ 記録情報の収集方法 相談受理・対応

 ８ 要配慮個人情報が含まれるときは、 含む

その旨

９ 記録情報の経常的提供先

 10 開示請求等を受理する組織の名称及 （名称）　三重県警察本部警務部総務課

び所在地 （所在地）津市栄町一丁目１００番地

 11 訂正及び利用停止に関する他の法律

又はこれに基づく命令の規定による －

特別の手続等

  12 個人情報ファイルの種別 ■法第60条第2項第1号  

   （電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号

  令第21条第7項に該当するファイル 　（マニュアル処理

  □　有　　　■　無     ファイル）

13 行政機関等匿名加工情報の提案の募 非該当

集をする個人情報ファイルである旨

14 行政機関等匿名加工情報の提案を受 －

ける組織の名称及び所在地

 15 行政機関等匿名加工情報の概要

 16 作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地

 17 作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間



  18 備考 13　非該当理由

 情報公開請求があったとしたならば部分開示をすることは可

能ではあるが、加工できる箇所が一の情報項目の内容に限ら

れる等極めて限定的であり、かつ、情報公開請求した場合に、

当該情報項目の内容が開示されるため、情報公開請求すれば

足り、行政機関等匿名加工情報の提案募集を行う実質的意義

がなく、提案の募集対象とすることで非効率な行政運営とな

るもの


